
災
害
時
、

議
会
は
何
を
す
べ
き
か

11月号
November

特集
　
９
月
６
日
３
時
７
分
、
北
海
道
胆
振
地
方
を
震
源

と
し
た
地
震
が
発
生
。
地
震
の
規
模
は
マ
グ
ニ
チ
ュ

ー
ド
6.7　
震
源
の
深
さ
37
㎞　
厚
真
町
で
最
大
震
度

７
を
観
測
す
る
大
地
震
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
影
響

で
、
北
海
道
全
域
で
停
電
が
発
生
、
本
町
も
ほ
ぼ
全

戸
が
停
電
。
完
全
復
旧
ま
で
長
い
と
こ
ろ
で
43
時
間

に
及
ぶ
停
電
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
停
電
に
よ
り
、
役
場
で
は
早
急
に
災
害
対
策

本
部
を
設
置
。
役
場
職
員
総
動
員
で
対
応
を
行
い
ま

し
た
。

　
今
回
の
特
集
は
、
こ
の
停
電
の
経
験
か
ら
見
え
て

き
た
課
題
を
検
証
し
、
災
害
時
の
議
会
が
ど
う
あ
る

べ
き
を
考
察
し
ま
す
。

<

停
電
中
に
開
会
し
た
議
会>

６
日
、
停
電
の
た
め
、
投
光
器
を
点
け
て
開
会
。
７
日
か
ら
９
日
を

休
会
と
し
、
13
日
ま
で
延
期
し
て
審
議
し
ま
し
た
。

（職員の初動）
　◦�３：30頃から防災担当職員らが登庁。発電機等の用意を始める。
　◦�４：30　全職員が役場に集合。
　◦４：50　災害対策本部設置。
　◦７：00　行政区会館避難所開設。　
　◦９：00　避難所に職員２名を配置。

（情報収集）　
　◦庁舎内のテレビで状況確認。　
　◦町内パトロール。
　◦職員が巡回し、行政区の状況確認。

（情報発信）
　◦防災無線による情報発信　回数：26回

（物資の配給）
　６日　昼食：おにぎり　夕食：おにぎりと卵スープ
　７日　朝食・昼食：アルファー米、おにぎり、
　　　　　　　　　　学校給食で使用できなかったはるまき等
（携帯電話等の充電場所の開設）※１人30分の制限
　６日　夕方：役場１階
　７日　役場１階、ゆめりあ

役場の動き
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